様式第8号（第13条関係）
重要事項説明チェックリスト（用途廃止申請に係る事前協議時）
※整備要綱又は県開発に該当しない場合


[bookmark: _Hlk190788900]〇　確認事項
	[bookmark: _Hlk190684387]№
	項目
	チェック欄

	[bookmark: _Hlk214293080]1
	筑紫野市開発行為等整備要綱又は県開発に該当しない事を確認している必要があります。
	□

	2
	申請に先立ち、【建設部管理保全課】と事前協議を行う必要があります。
	□

	3
	事前協議の際に、下記の書類等を提出していただきます。
	

	
	〇対象地の現況が分かる写真
	□

	
	〇（市が必要と認めた場合）対象地の土地利用計画の内容が分かる図面等
	□

	　4
	事前協議の際に、暴力団関係者でないことを誓約する必要があります。
	□

	5
	市有財産売払いに係る金額の試算は、実際の売却価額と差異が生じることをご承知の上、事前協議完了後、お早めに【総務部管財課】に相談してください。
	□

	　6
	事前協議ののち、公共用財産（用途廃止・譲与）申請書を提出する前までに、対象地の境界確定の協議を完了している必要があります（市が申請することはありません）。
	□

	7
	測量、登記等に係る費用は、申請者負担となります。
	□

	　8
	公共用財産（用途廃止・譲与）申請書の添付書類として、申請者の住民票（法人の場合は履歴事項全部証明書及び役員名簿）を提出していただきます。
	□

	9
	以下のいずれかに該当するときは、用途廃止申請をすることはできません。
〇対象地が機能を失っていない（将来的に機能を回復させる必要がある）。
〇対象地に第三者が所有する構造物又は工作物が設置されている。
〇対象地に隣接する他の土地所有者の同意（申請者が集める）がない。
〇地元区長その他地元関係者の同意（申請者が集める）がない。
〇地域住民その他第三者に影響を及ぼすおそれがある。
	
□
□
□
□
□

	10
	他の土地所有者等から同意を取得する際は、対象地を朱書きで囲み、土地所有者等が割印を施した字図写しを同意書に添付してください。
	□

	11
	申請者が対象地に隣接する土地を所有している必要があります。
	□

	12
	申請書を申請者以外の者が提出する場合は、委任状を添付してください。
※認印で可。
	□

	13
	用途廃止決定後は、速やかに【総務部管財課】に市有財産売払い申請の手続を行ってください。
	□
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上記について説明を受け、理解しました。
令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　  　氏名　　　　　　　　　　　　　　　
